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1．はじめに

　リニアコライダーに関する研究開発は，2000
年代初頭まで，アジア，北米，欧州の三極でそれ
ぞれ別々の計画として推進されていた．これらの
計画のあるものは常伝導加速技術，あるものは超
伝導加速技術を採用していたが，全体設計の概要
が見え始め建設費の概算が可能になるに従い，い
ずれの技術を用いるにせよ建設費が巨額になるこ
とが明らかになり，早期実現のためには三極が連
帯して一つのグローバルプロジェクトとして進め
る必要があるとの認識が共有されるようになっ
た．こうした中，2004年 1月，国際将来加速器
委員会（ICFA）のもとに国際技術選定委員会
（ITRP）が設置され，同年8月には超伝導加速技
術の採用が決まった 1）．これは常伝導加速技術を
探求してきた日本にとっては厳しい選択であった
が，2005年には ICFAのもとに国際共同設計チー
ム（GDE: Global Design Eff ort）が設置され，ア
ジア，北米，欧州の三極が一体となったグローバ
ルプロジェクトとしての ILC計画が発足した．こ
のように，ILC計画は，世界の高エネルギー物理
学者コミュニティがボトムアップで立ち上げた，
多くの国／地域にまたがる新しいタイプの巨大国

際プロジェクトである．GDEは，2013 年 6月，
10 年余りの国際共同作業を経て，ILC技術設計
書（ILC-TDR）を出版した 2）．ILC-TDRには，期
待される科学的成果，加速器および測定器の設計・
技術，必要な経費や人的資源の見積もりが記載さ
れている．GDEの活動は，2012年 2月，リニア
コライダー国際推進委員会（LCB: Linear 
Collider Board）によって設置されたリニアコラ
イダー・コラボレーション（LCC）に引き継がれ，
建設に向けた詳細設計や技術開発が進んでいる．
GDE/LCCによる技術検討とともに，ILC計画実
施に必要となる組織やガバナンスに関する検討も
行われ，プロジェクト実施計画（PIP）が公開さ
れた 3）．PIPは，研究者コミュニティの立場から，
ILC研究所のガバナンスがどのような形であれば
受け入れやすく，また，機能するかをまとめたも
のである．これに対し，研究所設立までの移行期
に関して論じたものがプロジェクト設計の手引き
（Project Design Guideline）である 4）．これら研
究者コミュニティによる検討は，文部科学省の「国
際リニアコライダー（ILC）に関する有識者会
議」5）のもとに設置された「体制及びマネジメン
トの在り方検証作業部会」でも取り上げられ議論
されている．有識者会議による検討結果は報告書
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ために PDGでは，以下の3軸が採用されている．
第1軸 : 「組織の法的基盤」に関係する軸で，両
極に国際条約に基づく組織と研究機関レベル
合意（MoU: Memorandum of Understanding）
があり，その中間に有限責任会社方式が位置
する．

第2軸 :「建設および運用期における物資調達
方法」に関係する軸で，共有資金による調達
と現物支給による調達の割合を測る物差し．

第3軸 :「建設および運用期における人的資源
の雇用形態」に関する軸で，研究所による直
接雇用と参加研究機関からの出向の割合を
示す．

　この3軸からなるモデル空間に以下の典型的モ
デルを示したのが図1である．
　図に示した5つのモデルは，
モデル1（M1）: 条約に基づく組織＋共有資金
による物資調達＋直接雇用中心（CERN類
似）．

モデル2（M2）: 有限責任会社＋物資調達は共
有資金と現物支給が混在＋人材調達も直接
雇用と出向が混在（XFEL類似）．

モデル3（M3）: 条約に基づく組織＋物資調達
は現物支給中心＋中心組織は直接雇用（ITER
類似）．

モデル4（M4）: 研究機関間合意に基づく組織
＋現物支給中心＋人材調達は参加研究機関
からの出向（多国籍研究所モデル）．

として公表されている 6）．この記事では，これら
の報告をもとにして，ILCの組織や運営管理につ
いて概観する．PIPにも強調されているが，ILC
の組織や運営管理の形態は関係各国政府，財政当
局，および関係官庁の交渉により決まるものであ
る．ここで提示するのは，あくまで研究者の立場
からの議論の材料という位置付けである．
　以下では，まず研究所の設置および運営理念か
ら始め，組織および運営体制の可能なモデルの分
類について述べ，計画正式承認までの移行期の進
め方に関して考察する．次に ILC研究所設置後
の加速器実験施設建設期，完成後の運用期の体制
とマネジメントについて PIPに沿って述べる．実
験グループの組織と運営は，加速器施設のそれと
はかなり違ったものになると予想されるので，そ
れについても概説する．最後に，最近出されたヒッ
グス・ファクトリーとしての 250 GeV ILCに関
する LCBおよび ICFAの声明を取り上げ，これ
らの声明と今後の体制およびマネジメントに関す
る議論との関わりについて触れ，まとめとする．

2．研究所の組織と運営：基本条件

　素粒子実験においては，加速器建設へ直接貢献
しない国や地域の研究者も含めて世界中の研究者
に実験参加の機会を解放することが慣習となって
いる．ILCでもこの伝統を踏襲するものと予想さ
れる．一方，ILC研究所は，世界中の人的物的資
源を集約して行われる巨大計画であるから，建設
および運営を安定的に行うための十分に強固な法
的基盤が必要となる．また，長期的安定性の要求
とともに，計画の各段階で生じる様々な問題に迅
速に対処できる組織およびマネジメント体制を備
えている必要もある．こうした組織や体制は，
ILC計画正式承認以前の段階から ILC研究所正式
設立にかけて，連続的に最終形へと発展していけ
るものであることが望ましい．知財の公平な分配
の仕組みも必要である．さらに，ILC計画によっ
て参加各国の研究機関の健全な発展が阻害されな
いような配慮も必要である．これらを可能とする
費用対効果が高く効率的な，そして透明で公平か
つ柔軟な組織および運営体制が要求される．

3．研究所組織と運営：モデル

　組織および管理運営体制のモデルを類型化する 図 1　組織運営管理の 3要素と典型的モデル 4）



J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 14, No. 4, 2017 210

藤井  恵介

の協定成立後10年間の脱退を禁止，その後も脱
退には2年前の申し入れが必要とすることが提案
されている．一方，国際条約は締結まで長期を要
するため，政府間協定も可能な代替案としている．

4.2　組織構造
　最高意思決定機関として評議会（Council）を
置き，プロジェクトの進捗を目標達成状況，予算
執行状況の観点から監視する．評議会のもとには
学問的技術的事案に関する専門的助言を行う常設
諮問委員会を設置する．執行部の長として所長
（DG） を置く．所長はオープンな選考過程を経て
評議会が任命する．所長には十分な当事者能力が
付与される．所長は，執行部役員（Directorate）
を評議会に推薦し承認を受け，ともに研究所の運
営にあたる．職員は直接雇用と出向からなるが，
中央執行部は直接雇用とし，参加国からの独立性
を担保する．所長はポストに不適格な職員を評議
会に諮らずに解雇できる．評議会は原則として所
長の任免以外の研究所の人事に関与しない．
　評議会構成員は各参加国から2名で，1名は高
エネルギー物理分野から出すこととされる．評議
会は，予算関連以外の議案については単純多数決，
予算関連議案については主要貢献国，参加国それ
ぞれで多数決を取る．研究所の運営が円滑に進む
には，主要貢献国と大多数の参加国の意見が一致
しない場合でも多数決で議決できることが必要と
している．

4.3　建設経費の予算措置と分担形態
　建設期においては，土木工事や周辺施設の建設
はホスト国が分担し，加速器本体については，参
加国で主に物納（現物支給）形式での応分負担を
仮定している．測定器については，組織や運営形
態が大きく異なることが想定されるので，別途8
章で扱う．
　請負業者の倒産，設計変更や不備の発覚などの
不測の事態への対応，進捗に遅れのある部分への
介入が必要になる場合に備えて，全プロジェクト
経費の 10%程度の中央予備費を用意する．これ
は所長が評議会の承認を得て執行し，原則として
共有資金による建設および予期せぬ設計変更（中
央執行部責任部分）に対してのみ使う．これに対
し物納担当メンバーはそれぞれの責任で内部予備
費を確保し，担当現物支給に関する不測の事態に
備える．物納部分には，中央執行部の責任による

モデル5（M5）: 条約に基づく組織＋人材調達
は参加研究機関からの出向中心（多国籍研究
所モデル）．M4の発展形．

に対応する．
　有限責任会社型のガバナンスについては，ス
ウェーデンの ESS（European Spallation Source）
の事例に基づく大変示唆的な報告がある7）．一方，
M4，M5 には前例がない．多国籍研究所モデル
では，中央研究所に参加研究機関または地域の代
表的な組織のもとにまとまった研究グループが独
自の分室を設け，世界中に分散する参加研究機関
との均衡のとれた連携に基礎をおく．M4 とM5
の差は主として法的基盤の差である．多国籍研究
所モデルでは，一極集中により参加各国の研究機
関の健全な発展が阻害される危険を低減できると
期待される．

3.1　移行措置
　ILC研究所の組織運営形態の最終形は，政府間
交渉を経て決まるものであり，それを現時点で予
想するのは困難である．PDGでは，可能な最終
形への移行過程として，M4 型の前駆組織（ILC 
Pre-Lab）を設立し，そこから最終形へ移行する
ことが提案されている（図 1の矢印）．2016 年
に発表された KEK-ILCアクションプラン 8）でも
この案を採用し，各国政府の了解のもとに研究機
関間合意に基づいて ILC Pre-Labを KEKがホス
トする国際コラボレーションとして設置し，最終
工学設計や建設に向けた人材育成とともに参加国
間の役割分担等の検討を4年間で実施することが
提案されている．その後，条約等のより強固な法
的基盤に基づく ILC研究所に移行することにな
る．この正式な ILC研究所の運営形態の最終形
がどうなるかによらず，このM4 型の ILC Pre-
Lab を経る方式は，現状の LCB，LCCの枠組み
からの自然な延長線上にある．

4．研究所の組織と運営：PIPの想定

　以下，PIPに提案されている組織と運営につい
て概観する．

4.1　法的基盤
　国際条約により，付加価値税や関税に関連する
特権事項，参加国，ホスト国の権利と義務，廃止
措置までの全計画の実施手順と責任等を明記し，
高い長期安定性を確保する．PIPでは特に参加国

18
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る．また共有資金の運営管理にあたる．所長を通
して評議会に報告する義務を負う．
　参加国は担当物納貢献および現金貢献に関し責
任を持つ．また，プロジェクトチームの指揮に従
う．特に物納物件の製造，それに要する経費と納
期，品質に責任を持つ．ただしプロジェクトチー
ムによる設計変更に伴うコスト増についてはプロ
ジェクトチームが負う．　品質と納期については，
プロジェクトチームと関係国との間の協議で決定
する．接続部仕様を満足する限りにおいて，物納
物件の設計変更は担当国の責任による．ただし変
更にはしかるべき技術評価委員会の承認が必要と
される．接続部仕様変更にはプロジェクトチーム
と関係国との合意が必要である．参加国は評議会
に代表を送ることでその意見を反映させる．また
プロジェクトチームに人材を提供する．
　ホスト国は，プロジェクトチームのバックアッ
プと補助を行う．特に物納物件についての安全基
準はホスト国のそれが適用されると期待されるた
め，その点に関する補助を行う．

5．物納貢献

　ILC加速器建設においては，ホスト国以外の参
加国の貢献の大部分が現物支給の形で行われるこ
とが想定される．物納貢献を主体とすることによ
り技術／経済効果を分担国内に還元しやすい，納
品後も物納を担当した研究機関のサポートを継続
的に得られるなどの利点があり，分担貢献が得ら
れやすいためである．実際の分担の形は，計画承
認の際の分担国間の交渉で決まり，現時点で最適
な物納貢献モデルを策定するのは困難であるが，
いずれにせよ，接続部仕様の策定が必要であり，
大口，小口の両タイプの物納を可能とするような
柔軟な仕組みが必要である．また，分担国にとっ
て魅力的なパッケージ化が重要である．主線形加
速器を構成する超伝導空洞（SCRF）関連の大量
生産ハイテク製品は魅力的であり，複数国の分担
となる可能性が高い．また，大研究所にとって魅
力的でありうるパッケージとして統合システム
（例えばダンピングリング（DR）一式やビーム供
給輸送系（BDS）一式）の一括物納の可能性も残
しておくべきである．分担交渉の段階では，接続
部の技術仕様や分担責任の範囲をプロジェクト
チームの責任範囲とともに明確に定義しておくこ

設計変更の場合等を除き原則として中央予備費を
使用しない．共有資金は，物納に適さないローテ
ク物件の調達，専門家の助言，参加国からの調達
が難しい人材の確保などに使う．特に執行部の給
料は，ホスト国からの独立性を高めるため共有資
金から支給するのが好ましいとしている．
　ホスト国には，経済波及効果等の見返りを考慮
し，他の分担国よりも大きな負担が期待される．
用地買収，サービス提供，加速器および中央キャ
ンパス等の土木工事はホストが全額負担すること
が想定されている．ホスト国がハイテク機器の物
納でも他極と同等の貢献をしようとした場合，ホ
ストの分担総額は 500 GeV加速器の場合で
50%，250 GeV加速器の場合で 60%程度になり
うる．

4.4　運転経費の予算措置と分担形態
　運転経費には電気代や冷却水代等の加速器運転
直接経費，加速器運転要員／事務担当者を含む
サービス要員の人件費等を含むサポート施設運営
費，直接雇用職員の人件費等からなる．これに交
換部品代などが加わる．現物支給物件に関する交
換部品は供給者が責任を持って提供する．
　旧来の ICFA指針によれば，運転経費はホスト
国負担とされていたが，改訂で運転経費の分担も
可能になった．傾向として施設使用比率に比例し
た分担を原則とする方向に進んでいる．分担モデ
ルとしては，（a）建設経費分担に比例して分担す
る方法，（b）用地買収，インフラ整備，土木工事
等のホスト分担部分を除いた建設経費分担額に比
例して分担する方法，（c）ILC計画に参加する博
士号を持つ実験物理学者の数に比例して分担する
方法，あるいは（d）これらの組み合わせ（例え
ば（a）で始めて（b）または（c）に移行）が想
定される．

4.5　プロジェクトの運営
　プロジェクトの運営は，中央プロジェクトチー
ム（所長，執行部とそのチーム）とホスト国およ
び主要貢献国の共同運営体制によって行う．ホス
トは中央プロジェクトチームとは独立な存在とし
て扱われるが，実際にはプロジェクトチームの中
で特別な役割を果たすことが期待される．
　プロジェクトチームは物納物件の接続部仕様の
決定，物納物件の受け入れと設置統合に責任を持
ち，プロジェクトのスケジュールを策定，管理す
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フラ設備提供を行う．中央プロジェクトチームは，
ハブ研究所を取りまとめる要となる．

7．ホスト国の責任としての周辺環境整備

　前述のようにホストには周辺基盤施設や土木工
事の全額分担が期待されているが，これに加えて
主要国際研究施設としての周辺環境の整備も求め
られている．PIPではピーク時には1,700名程度
が建設のために現地に滞在すると推定されてお
り，10,000 人規模の研究都市としての条件を満
たすことが想定されている．
　娯楽施設，配偶者の仕事，様々な文化の違いに
対応できる居住施設の整備，外国人研究者や技術
者，その家族に対する多言語対応の様々な受け入
れ体制が必要となる．また，受け入れ地域の全面
的な支援と協力を得て研究所と地域住民の交流を
促し，研究所を地域コミュニティの不可欠な一部
となすことも必要である．出入国手続きの簡易化，
短期滞在者の宿泊施設の整備，十分なバンド幅を
持った自由なネット環境の提供も不可欠である．
　電力供給能力に関して言えば，500 GeV運転
には 210 MWが必要になる．これに冷却用工業
用水を含む上下水設備，都市ガス等の燃料供給，
衛生環境の提供が加わる．また，建設時には 50
トン超の重量物の運搬が予想されるため，それに
対応可能な最寄りの高速道路，港，鉄道への交通
アクセスの整備も必要になる．関係者の安全およ

とが重要である．

6．加速器要素の分担製造体制

　前述のように，SCRFライナック部品の大量生
産（500 GeV加速器の場合，1.3 GHz 9セル空洞
16,000台，クライオモジュール1,700台の製造）
は，ハイテク製品の製造であり，複数の参加国に
よる分担物納貢献が想定される．加速器建設コス
トの大きな部分を占めるため，コスト最小化の努
力が求められる．PIPでは，各地域の「ハブ研究所」
が統括的に，国際競争入札による企業との契約に
基づいて，SCRF空洞や関連部品の製造とクライ
オモジュール組み立てを行うことが想定されてい
る（図 2）．落札した請負業者は契約で指示され
た基本構造仕様および図面に基づく製造（build-
to-print）に責任を負い，国際的に標準化された
完成検査に合格することが納入条件として課せら
れるが，最終性能保証は要求されない．こうする
ことで請負企業のリスクを低減し複数企業の参入
を促し，競争原理によるコスト最小化を図る．こ
の場合，クライオモジュールに関する電場勾配や
共振特性等の総合性能証明の責任はハブ研究所が
負うことになる．ハブ研究所は，基盤となる製造
技術実証を行った上で企業への技術移転や情報提
供を行う．また，必要に応じてニオブ材料の調達
および空洞製造請負業者への提供，空洞ストリン
グ，クライオモジュール組み立て等のためのイン

図 2　ハブ研究所による超伝導加速空洞，クライオモジュールのグローバル分担製造体制 3）
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9．LCB/ICFA声明と今後の議論

　これまでの LHC実験の結果では，標準理論を
超える新しい物理の明確な兆候は得られていな
い．これは，ヒッグス粒子に次ぐ新粒子が LHC
の守備範囲にないか，あるとしても LHCでは発
見が難しい死角に潜んでいることを示唆してい
る．このことによって，ヒッグス粒子の精密測定
による新しい物理の探索の重要性がこれまで以上
に高まった．こうした現状を踏まえ，日本の高エ
ネルギー物理学者コミュニティは，2017年 7月，
ILCを重心系エネルギー250 GeVでのヒッグス・
ファクトリーとして早期に建設する提案を行っ
た 9）．この提案は，リニアコライダー国際推進委
員会（LCB）およびその上部委員会である国際将
来加速器委員会（ICFA）で議論され，2017 年
11月，正式にその支持声明が公表された 10, 11）．
これら二つの声明は，ヒッグス・ファクトリーと
しての250 GeV ILCの科学的意義を認め，その
早期実現を支持するとともに，それを日本政府の
イニシアチブによる国際プロジェクトとして実現
することを推奨している．これは，元々の PIPで
想定されている，まず初めに全ての参加国が同等
の立場で建設合意をし，それら参加国が構成する
評議会を最高意思決定機関として最上部に置き，
そのもとに ILC研究所を設置，管理運営するとす
る組織構造とは概念的に異なった形の組織構造も
許容するものとも解釈できる．今後の議論では，
日本政府のイニシアチブによる国際プロジェクト
として ILC計画を早期に実現するためには，どの
ような組織構造を採用するのが合理的かを検討す
ることになると思われる．その場合，日本の国内
法によって ILC研究所を設置し，それを政府間協
定に基づいて国際的に管理運用するというような
ガバナンス形態も考慮の対象になると考えられ
る．しかし，いずれの場合でも，2章で述べた基
本条件，3章で示した ILC Pre-Labから ILC研究
所へと発展する移行措置，4章で議論した中央プ
ロジェクトチームの役割，5章の参加国からの現
物支給を中心とする加速器本体の建設，それを可
能とする6章で提示した各地域のハブ研究所の概
念，7章のホスト国の責任，8章の実験グループ
の形成と ILC研究所との関係等の大部分が，考え
方として，ほぼそのまま適用できると考えられる．

び健康は最も重要な要素の一つであるが，これに
ついては，ホスト国の規制に従うことになる．地
域の消防／医療／救急対応体制も含め十分な緊急
時対応能力が必要となる．これらの周辺環境整備
については，候補地自治体でも検討が進んでいる．

8．実験グループと測定器

　2章で述べたように，ILC実験の機会は，加速
器建設への貢献度に関わらず，世界中の研究者に
広く開放されることになる．伝統的なやり方に従
い，計画が承認された時点で実験提案の公募が行
われると予想される．それを受け，ILC実験参加
の意思を持つ研究者が自主的にグループを形成し
実験提案書を用意し応募する．すでに ILD
（International Large Detector），SiD（Silicon 
Detector）の2グループが測定器案の検討を進め
ているが 2），実験提案公募に応募するのはこの2
グループだけとは限らない．ILC研究所に設置さ
れたプログラム諮問委員会（Program Advisory 
Committee）が提出された実験提案を，科学的意
義，実験プログラムや測定器設計の技術的成熟度，
実験グループの組織構成，財政基盤などの観点か
ら審査する．提案の採否評価には，共同実験参加
研究機関からの資源供給力も加味される．加速器
建設に直接貢献しない国や地域の研究者も実験に
参加することで，予算的人的追加資源が期待でき
る．測定器設計の最適化プロセスは，共同実験グ
ループの擁する資源に基づいて行われる．この最
適化のプロセスは，加速器設計とは独立に，しか
しそれと歩調を合わせて行われることになる．
　実験提案の採択後行われる測定器建設は，主に
世界中の国／地域の多くの研究機関による物納貢
献を統合する形で進むと想定される．これらの物
納貢献のための予算措置は，参加研究機関各々の
資金提供機関によって個別に行われる．よって，
ILC研究所は，いくつかの例外を除き原則として
測定器要素建設のための資源供給を行わない．
ILC研究所は，実験提案の採択，PACを通した実
験の監視を行うが，実験グループの組織や実験の
遂行に関する詳細については実験グループの自治
に委ねる．実験グループはその責任において予算
調達を独自に行い，その予算制約の範囲で測定器
設計の最終最適化を行うことになる．
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